
(57)【要約】

【目的】  電線によって発泡スチロールを切断すること

により、肉薄状の発泡スチロールシートを連続して自動

的に製造することができる。

【構成】  基台上に、肉厚状の発泡スチロールを載置

し、往復移動させる移動装置を配設するととに、同基台

に、電線で肉厚状の発泡スチロールを切断する切断装置

を移動装置に対して上下昇降自在に取付けている。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  肉厚状の発泡スチロール(a) を一定の速

度で移動させて、通電させた電線(17)の熱によって同発

泡スチロール(a) を切断し、さらに、同発泡スチロール

(a) の移動にともなって、電線(17)を降下させて連続的

に発泡スチロールシート(b) を形成することを特徴とす

る発泡スチロールシートの製造方法。

【請求項２】  肉厚状の発泡スチロール(a) を上方より

押圧しながら、一定の速度で移動させて、通電させた電

線(17)の熱によって同発泡スチロール(a) を切断し、さ

らに、同発泡スチロール (a)の移動にともなって、電線

(17)を降下させて連続的に発泡スチロールシート(b) を

形成することを特徴とする発泡スチロールシートの製造

方法。

【請求項３】  基台(2) 上に、肉厚状の発泡スチロール

(a) を載置し、往復移動させる移動装置(3) を配設する

とともに、同基台(2) に、電線(17)で肉厚状の発泡スチ

ロール(a) を切断する切断装置(4) を移動装置(3) に対

して上下昇降自在に取付けたことを特徴とする発泡スチ

ロールシートの製造機。

【請求項４】  切断装置(4) に、通電によって肉厚状の

発泡スチロール(a)を切断する電線(17)を横方向に張設

したことを特徴とする請求項３記載の発泡スチロールシ

ートの製造機。

【請求項５】  基台(2) に螺杆(19)を介して切断装置

(4) を昇降自在に取付けるとともに、同螺杆(19)と移動

装置(3) との間に、移動装置(3) の作動にともなって自

動的に螺杆(19)を回転させる連動機構(C) を設けたこと

を特徴とする請求項３記載の発泡スチロールシートの製

造機。
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【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は、発泡スチロールシート

の製造方法及びその製造機に関する。

【０００２】

【従来の技術】近年、紙飛行機の類似するものとして、

発泡スチロール製の肉薄状のシートを肉薄状に切断し、

そのシートを鳥或いは飛行機形状にカットして、地表面

からの上昇熱を受けて空に飛ばすようにしていた。

【０００３】その飛行機の材料として、発泡スチロール

製の肉薄シートを利用したものであり、この発泡スチロ

ールシートは、非常に軽く、しかも、地表面からの上昇

熱を受けて円滑な飛行を行うことができるものであっ

た。

【０００４】

【発明が解決しようとする課題】上記の発泡スチロール

製の肉薄シートの製造は、例えば、肉厚状の発泡スチロ

ールの塊を電線で焼いて、その切断を行っていた。しか

し、この発泡スチロールの塊から肉薄状のシートを切断

する際に、手動で発泡スチロールを切断している為、熟

練技術を要し、従って、シートの肉厚を均一状態に切断

することができなかった。

【０００５】本発明は、上記の課題を解決することがで

きる発泡スチロールシートの製造方法及びその製造機を

提供することを目的とする。

【０００６】

【課題を解決するための手段】本発明では、肉厚状の発

泡スチロールを一定の速度で移動させて、通電させた電

線の熱によって同発泡スチロールを切断し、さらに、同

発泡スチロールの移動にともなって、電線を降下させて

連続的に発泡スチロールシートを形成することを特徴と

する発泡スチロールシートの製造方法を提供するもので

ある。

【０００７】また、本発明は、肉厚状の発泡スチロール

を上方より押圧しながら、一定の速度で移動させて、通

電させた電線の熱によって同発泡スチロールを切断し、

さらに、同発泡スチロールの移動にともなって、電線を

降下させて連続的に発泡スチロールシートを形成するこ

とを特徴としている。

【０００８】また、本発明では、基台上に、肉厚状の発

泡スチロールを載置し、往復移動させる移動装置を配設

するととに、同基台に、電線で肉厚状の発泡スチロール

を切断する切断装置を移動装置に対して上下昇降自在に

取付けたことを特徴とする発泡スチロールシートの製造

機をも提供するものである。

【０００９】また、本発明は、切断装置に、通電によっ

て肉厚状の発泡スチロールを切断する電線を水平方向に

張設したことを特徴としている。

【００１０】また、本発明は、基台に螺杆を介して切断

装置を昇降自在に取付けるとともに、同螺杆と移動装置

との間に、移動装置の作動にともなって自動的に螺杆を

回転させる連動機構を設けたことを特徴としている。

【００１１】

【発明の効果】本発明では、移動装置上に、肉厚状の発

泡スチロールを載置するとともに、同発泡スチロールを

押圧して発泡スチロールを固定する。そして、移動装置

を移動させ、その際に、切断装置に設けた電線に通電し

て、同電線の熱によって、発泡スチロールを切断する。

さらに、移動装置が一方向に移動した際に、移動装置に

連動する連動機構によって切断装置を軸支した螺杆を回

転させて、切断装置を降下させて、切断装置が降下した

量の分、発泡スチロールを切断して、肉薄状の発泡スチ

ロールシートとする。

【００１２】このように、本発明によれば、製造機によ

って発泡スチロールを切断することにより、肉薄状の発

泡スチロールシートを連続して自動的に製造することが

できる。

【００１３】

【実施例】本発明の実施例を図面に基づき詳説すれば、

図１において、１は肉薄状の発泡スチロールシートの製

特開平６－１８２８８５(2)

－2－



3 4

10

20

30

40

50

造機を示し、同製造機１は、前後方向に長手状の基台２

上に、肉厚状の発泡スチロールａを載置し、移動する移

動装置３を配設するとともに、同基台２の略中央部に、

発泡スチロールａを切断する切断装置４を上下昇降に取

付けている。

【００１４】まず、移動装置３の構成についてその構成

を詳説すると、即ち、基台２の上側部には、図１及び図

４に示すように、左右の移動用レール５，５を配設し、

同レール５，５に、複数の移動具5aを摺動自在に取付

け、同移動具5aに幅広状の移動用台６を取付けて、同移

動用台６を同レール５に沿って移動自在としている。

【００１５】また、基台２には、駆動モータ７を配設

し、同モータ７の出力プーリ7aに、駆動用ピニオンギア

８と連動連結し、同ギア８に、移動用台６の裏面に取付

けたラック９を噛合して、駆動モータ７の駆動によっ

て、ラック９に噛合した駆動用ピニオンギア８を回動さ

せて、移動用台６を移動用レール５に沿って移動させ

る。

【００１６】さらに、基台２の両端部には、駆動モータ

７の切換スイッチＳをそれぞれ取付けており、移動した

移動用台６によって切換スイッチＳを作動させて、駆動

モータ７の回転を逆転させて、移動用台６を基台２に対

して往復移動させるようにしている。

【００１７】図４において、基台２の左右軸受10にピニ

オン軸11を架設し、同軸11介して駆動用ピニオンギア８

を回転自在に取付けている。また、ピニオン軸11の一端

部には、入力プーリ12を取付けて、同プーリ12にベルト

13を介して駆動モータ７の出力プーリ7aと連動連結して

いる。

【００１８】次いで、発泡スチロールａを切断する切断

装置４についてその構成を詳説すると、即ち、基台２の

中央部には、図１及び図２に示すように、複数の摺動用

杆14を立設し、同摺動用杆14を介して昇降枠15を昇降自

在に配設し、同昇降枠15の上面に、逆コ字状の左右支持

枠16を立設するとともに、同支持枠16の前後端部に、電

源部 (図示せず) と接続された電線17としてのニクロム

線を横方向に張設している。

【００１９】また、電線17の一端部には、スプリング18

を取付けて、同電線17の一定のテンションをかけて、発

泡スチロールａの切断を円滑に行うようにしている。な

お、18a は支持枠16に設けた電線17の取付具を示す。

【００２０】さらに、本実施例では、図１及び図２にお

いて、基台２の中央部に螺杆19を縦方向に軸支し、同螺

杆19に昇降枠15を螺着して、同螺杆19の回転にともなっ

て昇降枠15を上下昇降自在に連動している。

【００２１】即ち、螺杆19と、移動装置３との間には、

連動機構Ｃを介設して、移動用台６の移動にともなっ

て、切断装置４を降下させている。かかる連動機構Ｃ

は、螺杆19の下端部に、ベベルギア20を介して基台２の

前後方向に軸支した連動軸21を連動連結し、同連動軸21

の一端部に、ワンウェイクラッチ部22を取付けて、その

アーム22a に、昇降枠15を降下させる為の昇降杆23を縦

方向に摺動自在に取付けている。

【００２２】また、昇降杆23の上端部には、ローラ24を

取付けて、移動用台６の裏面に設けた台形状の連動昇降

体6aによって、昇降杆23を押し下げて、連動軸21と螺杆

19とを回転させて、昇降枠15を自動的に降下させるよう

にしている。なお、図１において、15a は昇降枠15に取

付けたバランス用の重りを示す。

【００２３】本実施例では、図１に示すように、昇降杆

23の中途部に、長さ調節用伸縮杆26を螺着しており、同

伸縮杆26によって昇降杆23の長さを変化させて、連動軸

21と螺杆19との回転量及び昇降枠15の降下量を変えて、

発泡スチロールａの切断厚みを調節可能としている。

【００２４】また、螺杆19の上端部には、ベベルギア27

を介して手動用ハンドル28と連動しており、同ハンドル

28によって手動で昇降枠15を昇降可能としている。

【００２５】次いで、発泡スチロールシートｂの製造方

法について詳説すると、即ち、移動装置３の移動用台６

の上に、発泡スチロールａを載置するとともに、同発泡

スチロールａの上に、重り30を載せて、同重り30で押圧

して発泡スチロールａを安定させて、電線17による切断

を円滑に行うようにしている。

【００２６】そして、駆動モータ７を駆動させて、移動

用台６を移動させるとともに、電線17に通電して、同電

線17の熱によって、発泡スチロールａを切断する。さら

に、移動用台６が一方向に移動した後に、スイッチＳが

作動して、駆動モータ７を逆回転させて、移動用台６を

往復移動させる。

【００２７】しかも、移動用台６の連動昇降体6aが昇降

用杆23を押し下げて、連動機構Ｃによって、螺杆19を回

転させて、電線17を具備する昇降枠15を降下させること

により、その降下にともなって、電線17で発泡スチロー

ルａを切断して容易に肉薄状の発泡スチロールシートｂ

とするものである。

【００２８】従って、本発明によれば、上記の製造機１

によって発泡スチロールａを切断することにより、肉薄

状の発泡スチロールシートｂを連続して自動的に製造す

ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に係る製造装置の全体側面図である。

【図２】同製造装置の断面側面図である。

【図３】同製造装置の平面図である。

【図４】移動装置を示す説明図である。

【図５】発泡スチロールシートの斜視図である。

【符号の説明】

１  製造装置

２  基台

３  移動装置

４  切断装置
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17  電線

19  螺杆

Ｃ  連動機構

ａ  発泡スチロール

ｂ  発泡スチロールシート

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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